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１ 本業務仕様書の位置づけ 

本業務仕様書（以下「仕様書」という。）は、臨港パーク関連施設指定管理者公募要項（以下

「公募要項」という。）と一体のものとして、臨港パーク関連施設（以下「本施設」という。）

の管理運営業務を指定管理者が行うにあたり、横浜市（以下「市」という。）が要求する管理運

営の業務内容及びその仕様を示すものである。 

指定管理者には、より低コストでサービスの維持、向上を期待しており、本書の仕様を満た

す限りにおいて、自由に事業計画を立てられることとしているが、その際は公募要項等の諸条

件等を必ず遵守し、仕様以上の業務水準を自ら設定するとともに、サービスを効率的・効果的

に実施できるよう提案すること。 

 

２ 施設の詳細 

（１）対象施設 

臨港パーク関連施設 

所在地 ア 臨港パーク               横浜市西区みなとみらい１丁目 

イ 国際交流ゾーン             横浜市西区みなとみらい１丁目 

ウ みなとみらいさん橋及び同付属旅客施設 

 横浜市西区みなとみらい１丁目地先 

管理施設

と面積等 

ア 臨港パーク 公開年 平成２年 

総面積（駐車場を含む。） 約 82,450 ㎡ 

主な施設 芝生広場 24,000 ㎡ 

潮入りの池 3,900 ㎡ 

トイレ ３箇所 

駐車場 

 

100 台（平面式 52

台、機械式 48 台） 

イ 国際交流ゾーン 公開年 平成３年 

総面積 約 72,200 ㎡ 

主な施設 プラザ広場２階・ペデストリアンデッキ・橋 

トイレ １箇所 

エレベーター ５基 

人工滝 ２基 

ウ みなとみらいさ

ん橋及び同付属旅客

施設 

公開年 平成３年 

総面積 2,013 ㎡ 

 海上旅客ターミナル（待

合所、発券所、店舗等） 
611 ㎡ 

70ｍ浮きさん橋（Ａ・Ｂ

バース、渡り橋含む） 
675 ㎡ 

50ｍ浮きさん橋（Ｃ・Ｄ

バース、渡り橋含む） 
514 ㎡ 

連絡橋 213 ㎡ 
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（２）管理運営体制 

ア 通常時の人員配置について 

確実な指定管理業務達成が可能な人員を配置し、職員のうち１名を管理運営責任者に定

め、全ての業務を統括すること。 

イ イベント開催時の人員配置について 

船舶入港時及びイベント開催時等は、安全に配慮し適切な人員を配置できるよう勤務体

制の調整を図ること。                        
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（３）管理区域図（臨港パーク） 
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（３）管理区域図（国際交流ゾーン １階） 
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（３）管理区域図（国際交流ゾーン ２階） 
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（３）管理区域図（みなとみらいさん橋及び同付属旅客施設） 
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３ 施設の公開時間 

施設の公開時間は、次のとおりとする。ただし、施設の安全性を確保するために入場禁止と

する場合、又は利用者サービスとして公開時間を変更することが望ましいと判断される場合

は、市の承認を得て、変更することができる。 

（１）みなとみらいさん橋付属旅客施設 

   午前９時から午後９時まで 

（２）臨港パーク 

終日。ただし、駐車場の入出場の取扱時間は、午前 10 時から午後９時までとする。 

 

４ 利用料金 

指定管理者は、別表第４（横浜市港湾施設条例第 24 条）に定める以下の額の範囲内におい

て市の承認を得て利用料金を定めることができる。 

（１）岸壁 

種 別 使 用 料 

小型船舶（プレジャーボート）※１ 4,000 円／１隻１回 

その他の船舶※２ 
係留１日 12 時間以内 10.05 円／総ｔ１ｔ 

超過 12 時間までごと加算 6.70 円／総ｔ１ｔ 

※１ 船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和 26 年法律第 149 号）第２条第４項に規定 

※２ 主として京浜港内を運航する汽艇及びはしけを除く。 

 

（２）みなとみらいさん橋付属旅客施設の事務室又は店舗（自動販売機設置場所を含む。） 

種 別 使 用 料 

事務室又は店舗（自動販売機設置場所を含む。） 2,000 円／１月１㎡まで 

 

（３）臨港パーク駐車場 

１台１回につき１時間までごとに 500 円 

 

（４）業として行う撮影 

施 設 種 別 使 用 料 

緑 地 
広告写真 30,000 円／日 

映画等 30,000 円／時 

 

（５）催事 

施 設 種 別 使 用 料 

緑 地 
入場料を徴収する場合 60 円／１日１㎡まで 

入場料を徴収しない場合 15 円／１日１㎡まで 

 



 8 

５－１ 臨港パーク関連施設の業務の内容 

 

項  目 内  容 実施回数 備  考 

（１）施設の利

用者等の安全管

理、事故防止に

関する業務 

公開区域の警備業務は、来場者や通行車両の交通

安全対策及び事故防止、また施設の適正管理、適正

利用の促進のため、警備業法（昭和 47 年法律第 117

号）その他の関係法令を遵守して信義に従い、誠実

に実施する。 

 

ア 施設の保安警備 

（ア）通行車両及び歩行者の誘導・安全対策 

（イ）防火設備の点検・保全・火気取締 

（ウ）火災その他の事故・非常事態に際しての応急

措置 

（エ）火災・風水害・盗難等の災害、被害発生の

予防措置及び早期発見における通報その他必

要な措置 

 

イ 立哨交通安全等警備 

施設内の各交差点等、交通要所において、歩行

者・車両誘導を行い、施設内道路の安全かつ円滑

な交通の確保を図る。 

（ア）ガードマンボックス前（24 時間） 

道路交通法適用境界の道路監視、交通整理、

安全対策、事故防止、施設案内等 

（イ）プラザ出入口（９～19 時） 

地下駐車場及びロータリーからの通行車両

及び歩行者の交通整理、事故防止、施設案内等 

（ウ）国立国際会議場横（９～18 時） 

ロータリーへの通行車両及び歩行者の交通

整理、事故防止、施設案内等 

（エ）土日祝祭日等混雑時対策 

（原則として９～17 時） 

配置場所については、適宜協議する。 

 

ウ 巡回警備 

（ア）施設・設備の故障及び破損等の発見、応急処

置、報告 

（イ）来場者の危険な行為等の制止及び事故防止 

（ウ）器物損壊等、犯罪の未然防止と非常時の警察へ

の通報 

（エ）水際線プロムナードでの海中転落及び船舶の

違法係留の未然防止 

（オ）その他公開区域における良好な環境の維持及

び安全管理に必要な事項 

 

エ 機械警備（24 時間） 

監視カメラ、警報機器等により警備する。 

 

 

 

 

 

 

毎日 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日（（エ）を除

く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日 
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項  目 内  容 実施回数 備  考 

 

オ 24 時間体制による緊急時対応 

 

 

毎日 

（２）施設の環

境保全に関する

業務 

ア 清掃業務 

施設の清掃業務にあたっても、国際コンベン

ション都市・横浜としてふさわしい美観、良好

な衛生環境の維持及び建物の保全に努めるとと

もに、「建物における衛生的環境の確保に関する

法律」、「労働安全衛生規則」等の関係諸法令、

規則並びに市が定める諸規則を遵守して安全管

理に万全を期して実施する。 

 

（ア）日常清掃 

ａ トイレ（トイレットペーパー、石鹸、芳

香剤の補充を含む。） 

（ａ）床の掃き清掃、水拭き、落書き落とし 

（ｂ）トイレットペーパーの補充 

（ｃ）汚物入れの内容物処理 

（ｄ）ゴミの収集、処分 

（ｅ）扉、間仕切の拭き掃除 

（ｆ）鏡、洗面台の清掃 

（ｇ）衛生陶器類の清掃 

（ｈ）金属部分の拭き掃除 

（ｉ）照明器具の拭き掃除 

ｂ 園地 

（ａ）階段護岸、石畳、潮入りの池、芝生、

植込地のゴミ、落葉、落枝等の除去及び

処理 

（ｂ）屑カゴ、吸殻入れのゴミ等の収集 

（ｃ）落書き落とし及びＵ字溝の清掃 

（ｄ）ゴミ等の搬出・処分 

（ｅ）照明器具の拭き掃除 

ｃ 屋外施設 

（ａ）床の掃き掃除 

（ｂ）手すりの拭き掃除 

（ｃ）金属部分の磨き掃除 

（ｄ）施設の外壁の汚れが目立つ部分は拭き掃 

  除 

（ｅ）ガラスの拭き掃除 

（ｆ）吸い殻入れの清掃及び内容物の処理 

（ｇ）ベンチの拭き掃除 

ｄ 屋内施設 

（ａ）床の掃き掃除（雨天時は、拭き掃除） 

（ｂ）壁・柱・案内板の汚れが目立つ部分は拭

き掃除 

（ｃ）ガラスの拭き掃除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日 
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項  目 内  容 実施回数 備  考 

（ｄ）長椅子の拭き掃除（長椅子の下・自動ド

アの溝など特にごみ・ほこりが残らないよ

う注意） 

（ｅ）金属部分の磨き掃除 

（ｆ）くずかごの清掃及び内容物の処理 

ｅ エレベーター 

（ａ）床の拭き掃除 

（ｂ）手すり、ボタン等の磨き掃除 

 

（イ）定期清掃 

ａ 石、タイル部分の水及びポリッシャーマシ

ン等による表面磨き 

 ｂ ガラス部分は専用洗剤などで、汚れを取り

除き、拭き取りまたはスクイジー等を併用 

ｃ 案内標識、手摺、ベンチの拭き清掃、無リ

ン系(LAS を含まない)等適正洗剤による洗浄 

ｄ 大理石、ガラス部分の無リン系(LAS を含ま

ない)等適正洗剤による洗浄 

ｅ ボードウォークの水洗い清掃 

ｆ 必要に応じ剥離剤などで洗浄し、新しく表

面皮膜を再生 

ｇ その他床材の種類に応じて薬品・器具等を

変更して清掃 

ｈ 国際交流ゾーンの池の清掃 

ｉ 潮入りの池の清掃（オイルフェンスや石積

み等に堆積したゴミや、悪臭の発生原因等の

除去） 

ｊ 排水施設の清掃 

機械清掃による排水施設内の土砂の除去

及び処理 

ｋ 受水槽の清掃 

ｌ 施設内道路の清掃 

路肩等に堆積した土砂・ゴミ等をロード

スィーパー等により除去及び処理 

 

（ウ）特別清掃 

ａ 高所ライトアップ用照明器具、高所窓ガラ

ス、高所時計台の清掃 

（ａ）ガラス部分は専用洗剤などで汚れを取り

除き拭き取るか、スクイジー等を併用 

（ｂ）照明器具の清掃は、付着しているほこり

を完全に除去した後、適性洗剤で拭く（作

業の際は、感電事故の起こることのないよ 

う十分注意） 

ｂ イベント時の清掃 

 

イ 建築物環境衛生管理 

（ア）「建築物環境衛生管理基準」に適合するよう空

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年３回以上（ａ

～ｈ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 12 回以上 

 

 

年 12 回以上 

 

 

年１回以上 

年４回以上 

 

 

 

 

 

 

年１回以上 

 

年１回以上 

 

 

 

 

 

随時 
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項  目 内  容 実施回数 備  考 

調設備等の調整を行う。 

（イ）居室等について２か月毎に「建築物における

衛生的環境の確保に関する法律施行規則」に定

める方法による測定を行う。 

（ウ）「建築物環境衛生管理基準」に適合するよう害

虫・ねずみ等点検を行う。 

（エ）「建築物環境衛生管理基準」に適合するよう水

質検査及び残留塩素測定を行う。 

（オ）「建築物環境衛生管理基準」に適合させるため

必要な事項に関する報告書を作成する。 

 

ウ ゴミの分別回収 

  市の分別ルールに従うこと。 

 

（３）施設の利

用許可に関する

業務 

利用申込み受付、利用調整、利用許可、利用料金

徴収等を行う。 

なお、利用者へは規約等の明示により、利用条件

等を理解させた上で適切な利用のための必要な指

示等を行うこと。利用者が指示等に従わない場合

は、法令等に沿って、指定管理者において責任を持

って対応（法的対応を含む。）すること。 

 

ア 催事・撮影等に伴う利用調整及び利用許可 

催し物、展示、興業その他これに類する行為及

び業として行う撮影等で施設（水際線、デッキ、

広場、橋、控え室等）を使用する際の利用調整及

び利用許可等の事務を行うこと。 

 

イ 周辺施設との利用調整 

 

ウ 利用料金の徴収 

横浜市港湾施設条例の範囲内において市の承

認を得て利用料金を定め、利用料金として徴収

し、領収書を利用者に渡すこと。 
 

随時  

（４）帳票等の

管理及び報告

書等に関する

業務 

ア 帳票類の管理及び提出等 

管理運営上必要な帳票類を常時整理し、市か

ら請求があるときには直ちに提出すること。な

お、書式は市と指定管理者で協議の上、定め

る。 

 

イ 業務日誌の作成及び保管 

各業務を円滑に管理運営するため、業務日誌

を作成し、保管すること。 

 

ウ 事業計画書、事業報告書等の作成・提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは協定で定
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項  目 内  容 実施回数 備  考 

指定管理者は、次のとおり、指定管理業務及

び指定管理者提案事業に係る計画書、事業報告

書等を作成し、市に提出すること。 

 

（ア）年間事業計画書等の作成・提出 

次年度の事業計画書及び収支計画書を毎年

度２月末日までに作成し、市に提出するこ

と。 

  ａ 管理執行体制 

  ｂ 指定管理業務計画書 

ｃ 指定管理業務に係る当該年度の収支計画

表 

  ｄ 年間自主事業計画表及び収支計画表 

  ｅ その他市が必要と認める事項 

 

（イ）月間事業報告書の作成・提出 

月間事業報告書を作成し、翌月 20 日までに

次の書類を市に提出すること。 

ａ 指定管理経費の支出状況 

ｂ 利用料金等の収入状況 

ｃ 利用実績（利用者数、提案事業への参加

者数等） 

ｄ 管理運営の実施状況（提案事業の実施状

況、施設の小破修繕等の実施状況） 

  ｅ 利用者アンケートの集計 

ｆ 自主事業の実施状況 

ｇ 事故等報告書 

ｈ 勤務予定表、勤務表 

ｉ その他必要な書類（市との協議による） 

 

（ウ）年間事業報告書の作成・提出 

年間事業報告書を作成し、各年度の次の年

度の５月末までに次の書類を市に提出するこ

と。 

ａ 指定管理経費の支出状況 

ｂ 利用料金等の収入状況 

ｃ 利用実績（利用者数、提案事業への参加

者数等） 

ｄ 管理運営の実施状況（提案事業の実施状

況、施設の管理状況、施設点検、小破修繕

の実施状況及び結果等） 

  ｅ 指定管理者による自己評価結果（利用者ア

ンケート等を含む。） 

ｆ 自主事業の実施状況 

ｇ その他必要な書類（市との協議による） 

 

める。 
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項  目 内  容 実施回数 備  考 

（５）その他

の業務 

 

ア 利用促進策の企画・実施 

 

イ 施設利用にあたっての要望、苦情等処理 

施設の利用者等からの要望や苦情の受付を次

の手段を始めとした方法で行い、適切に対応する

とともに、業務へ反映させること。 

（ア）電話及び Fax 

（イ）ウェブサイトからのメール対応 

（ウ）「ご意見アンケート箱」を施設内に設置 

 

ウ 利用者へのウェブサイト等による施設案内 

利用促進のため、ウェブサイト等からイベント

情報などを発信すること。 

 

エ 事故等の報告 

事故等が発生した場合は、直ちに応急措置を

講じるとともに、速やかに市に報告すること。 

 

オ 関連団体等との適切な連絡・調整 

仕様書に記載なき事項で管理上必要と認めら

れる事項が生じた場合は、市と相互に連絡・調整

すること。 

 

カ 調査業務 

  市の指示による本施設の利用状況調査等の

各種調査業務に係るデータの収集及び取りま

とめを行うこと。 

 

キ 施設利用制限に伴う告知看板の制作・管理 

 

ク 施設賠償保険への加入 

損害保険会社により提供されている施設賠償

責任保険（指定管理者特約条項付き）に加入（保

険金額 1 億円以上）し、当該保険からの保険金

により損害賠償責任に対応すること。 

 

ケ 自己評価の実施 

  業務の質やサービスの向上を図るため、利用者

等から施設運営に関する意見を聴取し、年１回以

上、自己評価を実施すること。 

 

コ 指定期間終了にあたっての引継ぎ 

 

サ 指定管理エリア修繕計画の策定 

  初年度内に以降４カ年分の修繕計画を策定し、

市に提案すること。 

 

シ 市の整備計画への協力等 
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項  目 内  容 実施回数 備  考 

  臨港パーク先端部及びパシフィコ横浜との接

続デッキの整備等に関し、協力すること。 

 

ス 民間事業者によるカフェ等施設との連携・協力 

本事業の趣旨を理解し、施設特性を最大限生か

せるよう積極的に連携・協力を行うこと。 
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５－２ 臨港パークの業務の内容 

 

項  目 内  容 実施回数 備  考 

（１）施設の維

持管理に関する

業務 

電気設備、消防設備、機械設備、給排水設備等の

保守、運転管理を主たる任務とし、施設を安全、適

正かつ効率的に運用、管理し、業務全般については

関係諸法令（本市規則・規定を含む。）に従い、設備

の円滑かつ経済的な運転、事故の未然防止及び設備

の諸機能低下の防止を図るものとする。 

点検項目及び点検内容については、市が策定した

「維持保全の手引」・「施設管理者点検マニュアル」・

「港湾の施設の点検診断ガイドライン」、国土交通

省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様

書（最新版）」による。 

 
ア 管理対象施設等 

 「６ 管理対象設備一覧（１）」のとおり 

 

イ 電気設備、消防設備、機械設備、給排水設備

等の業務内容 

（ア）電気設備 

ａ 電気事業法上の電気主任技術者業務 

ｂ 運転操作及び監視 

ｃ 日常目視点検・月次点検・定期点検 

ｄ 電気室の整備・清掃 

ｅ 各照明灯の点検 

（イ）消防設備 

ａ 機能管理及び監視 

  ｂ 日常目視点検・定期点検 

（ウ）機械設備 

  ａ 運転操作及び監視 

ｂ 日常目視点検・月次点検・定期点検 

ｃ 海水給水孔点検 

ｄ フロン排出抑制法による空調機点検 

（エ）給排水衛生設備 

ａ 運転操作及び監視 

ｂ 受水槽の定期点検 

ｃ 日常目視点検 

（オ）土木施設 

   日常目視点検 

 

ウ 設備機器等の応急処置等 

設備機器等に故障、異常、破損等を発見し、応

急処置等の必要があるときは、その波及被害を防

止する処置、原因の究明及び軽微な修理等を行

う。 

 

エ 施設及び設備の小破修繕、電球交換等 

日常点検は毎

日、月次点検は

月１回以上、定

期点検は年１回

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防法による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

随時 

点検回数は、「建

築保全業務共通仕

様書（最新版）」

による。 
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項  目 内  容 実施回数 備  考 

  建築物、建築設備（機械設備・電気設備）、そ

の他の管理区域内の施設に係わる不具合対応の

小破修繕を行うこと。（バッテリー等消耗部品の

交換も含む。） 

  建築物の場合は、次に揚げる項目の部分的な

修繕・補修等をいう。 

（ア）建具（付属金物、ガラス等の取替を含む。） 
（イ）シャッター（金物等の取替を含む。） 
（ウ）自動ドア（付属品等の取替を含む。） 
（エ）軒樋・縦樋（管、集水器、金物等の部分的な

取替を含む。） 
（オ）内装（床、壁、天井仕上げ等の補修、塗装等） 
（カ）建物の外構等（敷石、犬走、雨水第一桝及び

蓋、U 字溝及び蓋、屋根、外壁等） 
 

オ 実施状況の記録及び市への報告 

前イからエの実施状況を各種運転日誌及び各

種点検記録簿等に記録し、市へ報告する。 

 

（２）施設の環

境保全（芝生・

植栽管理）に関

する業務 

国際コンベンション都市・横浜の代表的な施設と

してふさわしい水準で管理を行うものとする。 

 

ア 植栽管理  

（ア）植込地除草 

高木、低木及び草花等の雑草を抜根（手抜き）

による除草及び除草後の処理 

（イ）高木剪定 

各樹種の形状、性質及び剪定の種類に応じた

適切な剪定及び剪定後の処理 

（ウ）低木刈込 

各樹種の生育状況や性質、刈地原形を考慮し

た刈込及び刈込後の処理 

（エ）病害虫防除 

その樹種や性質等に応じた適切な措置 

 

イ 芝生管理 

（ア）刈込 

機械又は手刈りによる刈込及び刈込後の処

理 

（イ）除草 

芝生中の雑草の抜根（手抜き）による除草及

び除草後の処理 

（ウ）補植 

   芝生が剥がれた場合には、張替えを実施 

（エ）芝生追肥 

   芝生の生育状況に応じて実施 

 

 

 

 

 

年３～４回以上 

 

 

年１回以上 

 

 

年１～２回以上 

 

 

随時 

 

 

 

年４～５回以上 

 

 

随時 

 

 

随時 

 

随時 
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項  目 内  容 実施回数 備  考 

ウ 潮入りの池管理 

（ア）除草 

植栽部分の雑草の除去 

（イ）砂地整備 

砂や石の乱れの回復 

 

エ その他 

必要に応じた除草、灌水、枯枝の除去、支柱

結束直し・撤去、倒木復旧、補植 

なお、管理用通路及び通路横法面の植栽につ

いては、他の区域に影響のないよう管理を行

う。 

 

 

随時 

 

年４～５回 

（３）駐車場に

関する管理業務 

ア 施設の利用許可等に関する業務 

（ア）利用時間終了後、使用料精算機から利用料

金を回収する。 

（イ）指定管理者は横浜市港湾施設条例の範囲内

において市の承認を得て利用料金を設定し、

利用料金として徴収し、領収書を利用者に渡

す。 

 

イ 施設の運営に関する業務 

（ア）入出場の取扱時間については、市の承認を得

て、変更することができる。 

（イ）業務にあたる際には、他のものと明白に識

別できる制服を着用し、入出庫車両及び歩行

者の安全対策に努める。 

（ウ）機械式駐車場の操作を行う。※ 

（エ）駐車整理券を発券機に、領収書を駐車場料

金自動精算機に適宜補充する。 

（オ）施設賠償、損害賠償保険に加入する。 

（カ）施設破損や事故があった場合は、必要に応

じて応急措置を講じるとともに、遅滞なく市

に報告する。 

（キ）施設の防火管理に関する業務 

 

ウ 施設の保守点検に関する業務 

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保

全業務共通仕様書（最新版）」に従い各設備の保

守点検を行い、設備の円滑かつ経済的な運転、

事故の未然防止及び設備の機能低下の防止を図

る。 

また、建築基準法第 12 条による対象建築物の

定期点検、報告を行う。 

（ア）受変電設備 

定期点検 

（イ）非常用電源設備 

 

毎日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防法による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年１回 

 

年１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※修繕が必要で

あるため、当面

使用しない。 
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項  目 内  容 実施回数 備  考 

点検 

（ウ）自動火災報知設備 

ａ 次の設備の点検 

・自動火災報知機 

・防火排煙設備 

・誘導灯 

ｂ スイッチ類の定位置確認 

（エ）中央監視設備 

  ａ 定期点検 

ｂ 故障時に適切な対応をとる。 

（オ）駐車場管制設備 

  ａ 定期点検 

ｂ 故障時に適切な対応をとる。  

（カ）照明設備 

ａ 必要に応じて蛍光管を交換する。 

ｂ 故障時に適切な対応をとる。 

（キ）一般・非常放送設備 

点検 

（ク）ＩＴＶ設備 

故障時に適切な対応をとる。 

（ケ）機械式駐車設備 

ａ 正常な作動の有無の点検 

ｂ 故障時に適切な対応をとる。 

（コ）消火設備 

ａ 次の設備の点検 

・泡消火設備 

・連結送水管 

・消火器 

ｂ 定位置及び表示・標識の確認 

（サ）小破修繕 

 

エ 施設の警備に関する業務 

施設閉鎖時間に定期的に巡回し、不法侵入や

施設への悪戯の防止を図る。 

 

オ その他 

仕様書に記載なき事項で管理上必要と認められ

る事項が生じた場合は、市と相互に連絡・調整す

ること。 

 

 

消防法による 

 

 

 

随時 

 

年３回 

随時 

 

年３回 

随時 

 

随時 

随時 

 

年２回 

 

随時 

 

年４回 

随時 

 

消防法による 

 

 

 

随時 

随時 

 

 

随時 
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５－３ 国際交流ゾーンの業務の内容 

 

項  目 内           容 実施回数 備  考 

（１）施設の維

持管理に関する

業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備、消防設備、機械設備、給排水設備等の

保守、運転管理を主たる任務とし、施設等を安全、

適正かつ効率的に運用、管理し、業務全般について

は関係諸法令（本市規則・規程を含む。）に従い、設

備の円滑かつ経済的な運転、事故の未然防止及び設

備の諸機能低下の防止を図るものとする。 

点検項目及び点検内容については、建築基準法第

12 条及び市が策定した「維持保全の手引」・「施設管

理者点検マニュアル」・「港湾の施設の点検診断ガイ

ドライン」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建

築保全業務共通仕様書（最新版）」による。 

 

ア 管理対象施設等 

（ア）港湾局設備 

「６ 管理対象設備一覧（２）」のとおり 

（イ）共用設備 ※１ 

ａ 共用設備機械室等定期点検       

ｂ 共用設備機械室等運転･監視･日常点検  

ｃ 防災センター監視           

ｄ 消火設備自動監視システム定期点検   

ｅ エレベーター定期点検         

 

イ 電気設備、消防設備、機械設備、給排水設備等

の業務内容 

（ア）電気設備 ※２ 

ａ 電気事業法上の電気主任技術者業務 

ｂ 運転操作及び監視 

ｃ 日常目視点検・月次点検・定期点検 

ｄ 電気室の整備・清掃 

ｅ 各照明灯の点検 

（イ）消防設備 

ａ 機能管理及び監視 

ｂ 巡視点検・定期点検 

（ウ）機械設備 

ａ 運転操作及び監視 

ｂ 日常目視点検・月次点検・定期点検 

ｃ フロン排出抑制法による空調機点検 

（エ）給排水衛生設備 

ａ 運転操作及び監視 

ｂ 定期点検 

ｃ 日常目視点検 

（オ）土木施設 

  日常目視点検 

 

ウ 設備機器等の応急処置 

日常点検は毎

日、月次点検は

月１回、定期点

検は年１回以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
消防法による 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
随時 

24 時間体制 

 

点検回数は、「建

築保全業務共通

仕様書（最新

版）」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 共用設備

の修繕費は、

「みなとみらい

２１国際交流ゾ

ーンにおける共

用施設の維持管

理に係る覚書」

に基づき市が負

担する｡ 

 

※２ 女神橋の

電気設備不良等

については、港

湾局に連絡す

る。 
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項  目 内           容 実施回数 備  考 

設備機器等に故障、異常、破損等を発見し、応

急処置等の必要があるときは、その波及被害を防

止する処置、原因の究明及び軽微な修理等を行

う。 

 

エ 施設及び設備の小破修繕、電球交換等 

  建築物、建築設備（機械設備・電気設備）、その

他の管理区域内の施設に係わる不具合対応の小

破修繕を行うこと。（バッテリー等消耗品の交換

も含む。） 

建築物の場合は、次に揚げる項目の部分的な

修繕・補修等をいう。 

（ア）建具（付属金物、ガラス等の取替を含む。） 

（イ）シャッター（金物等の取替を含む。） 

（ウ）自動ドア（付属品等の取替を含む。） 

（エ）軒樋・縦樋（管、集水器、金物等の部分的な

取替を含む。） 

（オ）内装（床、壁、天井仕上げ等の補修、塗装等） 

（カ）建物の外構等（敷石、犬走、雨水第一桝及び

蓋、Ｕ字溝及び蓋、屋根、外壁等） 

 

オ 実施状況の記録及び市への報告 

前イからエの実施状況を各種運転日誌及び

各種点検記録簿等に記録し、市へ報告する。 

 

カ ペデストリアンデッキについて、建築基準法

第 12 条による特定建築物、特殊建築物の定期点

検、報告を行う。 

 

キ その他 

仕様書に記載なき事項で保全管理上必要と認

められる事項が生じた場合は、相互に連絡・調整

するものとする。 

 

 
 
 
 
 
随時 
 

（２）施設の環

境保全（芝生・

植栽管理）に関

する業務 

国際コンベンション都市・横浜の代表的な施設と

してふさわしい水準で管理を行うものとする。 
 
ア 植栽管理  
（ア）植込地除草 

高木、低木及び草花等の雑草を抜根（手抜き）

による除草及び除草後の処理 
（イ）高木剪定 

各樹種の形状、性質及び剪定の種類に応じた

適切な剪定及び剪定後の処理 
（ウ）低木刈込 

各樹種の生育状況や性質、刈地原形を考慮し

た刈込及び刈込後の処理 

 
 
 
 
年３～４回以上 
 
 
年１回以上 
 
 
年１～２回以上 
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項  目 内           容 実施回数 備  考 

（エ）病害虫防除 
その樹種や性質等に応じた適切な措置 

 
イ 芝生管理 
（ア）刈込 

機械又は手刈りによる刈込及び刈込後の処

理 
（イ）除草 

芝生中の雑草の抜根（手抜き）による除草及

び除草後の処理 
（ウ）補植 
   芝生が剥がれた場合には、張替えを実施 
（エ）芝生追肥 
   芝生の生育状況に応じて実施 
 
ウ その他 

必要に応じた除草、灌水、枯枝の除去、支柱結

束直し・撤去、倒木復旧、補植 
 

随時 
 
 
 
年４～５回以上 
 
 
随時 
 
 
随時 
 
随時 
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５－４ みなとみらいさん橋及び同付属旅客施設の業務の内容 

 

項  目 内  容 実施回数 備  考 

（１）配船に関

する業務 

ア さん橋利用の調整及び利用許可 

イ 船舶の着離岸・綱取りの指導、バースの確認 

ウ 京浜港長あてに係留施設使用届を提出 

エ 利用料金の徴収 
指定管理者は横浜市港湾施設条例の範囲内に

おいて市の承認を得て利用料金を設定し、有料施

設等の利用料金として徴収する。 

随時 

随時 

随時 

随時 

 

 

500トン以上の船

舶 

（２）施設の維

持管理に関する

業務 

電気設備、消防設備、機械設備、給排水設備等、

みなとみらいさん橋案内板、その他さん橋及び旅客

施設に附帯する設備の保守、運転管理を主たる任務

とし、業務全般については関係諸法令（本市規則・

規定を含む。）に従い、設備の円滑かつ経済的な運

転、事故の未然防止及び設備の諸機能低下の防止を

図るものとする。 

点検項目及び点検内容については、建築基準法第

12 条及び市が策定した「維持保全の手引」・「施設管

理者点検マニュアル」・「港湾の施設の点検診断ガイ

ドライン」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建

築保全業務共通仕様書（最新版）」による。 

 

ア 管理対象施設等 

 「６ 管理対象設備一覧（３）」のとおり 

 

イ 電気設備、消防設備、機械設備、給排水設備の

業務内容 

（ア）電気設備 

ａ 電気事業法上の電気主任技術者業務 

ｂ 運転操作及び監視 

ｃ 日常目視点検・月次点検・定期点検 

ｄ 電気室の整備・清掃 

ｅ 各照明灯の点検 

（イ）消防点検 

ａ 機能管理及び監視 

ｂ 日常目視点検・定期点検 

（ウ）機械設備（空調設備、自動ドア等） 

ａ 運転操作及び監視 

ｂ 日常目視点検・月次点検・定期点検 

ｃ 外気温湿度、室内温度の記録及び比較調査 

ｄ 上記に基づく空調設備の運転調整 

ｅ フィルターの洗浄、交換 

ｆ フロン排出抑制法による空調機点検 

（エ）給排水衛生設備 

ａ 運転操作及び監視 

ｂ 巡視点検・定期点検 

ｃ 受水槽の清掃・点検・水質検査 

日常点検は毎

日、月次点検は

月１回、定期点

検は年１回以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防法による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年１回 

点検回数は、「建

築保全業務共通

仕様書（最新

版）」による。 
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項  目 内  容 実施回数 備  考 

ｄ 汚水槽の清掃・点検 

ｅ 汚水配管高圧洗浄 

ｆ 日常目視点検 

ｇ 屋外給排水管のボートを利用した目視点

検 

（オ）土木施設 

   日常目視点検 

 

ウ 旅客施設について、建築基準法第 12 条による

特定建築物、特殊建築物の定期点検、報告を行

う。 

 

エ みなとみらいさん橋用案内板の日常業務等 

（ア）掲示物の審査、掲示の承認 

（イ）案内板の鍵の管理 

（ウ）掲示物の掲示及び撤去 

（エ）案内板の清掃 

 

オ 設備機器等の応急処置 

設備機器等に故障、異常、破損等を発見し、応

急処置等の必要があるときは、その波及被害を防

止する処置、原因の究明及び軽微な修理等を行

う。 

 

カ 施設及び設備の小破修繕、電球交換等 

  建築物、建築設備（機械設備・電気設備）、その

他の管理区域内の施設に係わる不具合対応の小

破修繕を行うこと。（バッテリー等消耗品の交換

も含む。） 

建築物の場合は、次に揚げる項目の部分的な

修繕・補修等をいう。 

（ア）建具（付属金物、ガラス等の取替を含む。） 
（イ）シャッター（金物等の取替を含む。） 
（ウ）自動ドア（付属品等の取替を含む。） 
（エ）軒樋・縦樋（管、集水器、金物等の部分的な

取替を含む。） 
（オ）内装（床、壁、天井仕上げ等の補修、塗装等） 
（カ）建物の外構等（敷石、犬走、雨水第一桝及び

蓋、U 字溝及び蓋、屋根、外壁等） 
 

キ 実施状況の記録及び市への報告 

前イからカの実施状況を各種運転日誌及び

各種点検記録簿等に記録し、市へ報告する。 
 

ク その他業務 

（ア）避雷針設備点検 

（イ）船舶検査（中間検査）及び定期検査 

（ウ）カキ清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年１回以上

（（イ）は関東運

輸局の指示によ

る。） 
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項  目 内  容 実施回数 備  考 

（エ）仕様書に記載なき事項で保全管理上必要と認

められる事項が生じた場合は、相互に連絡・調

整するものとする。 

 

（３）旅客施設

の運営に関する

業務 

ア 施設全体を生かしたターミナル活性化 

利用案内のチラシ等を作成・発行し、施設のＰＲ

を行うこと。 

イ 見学者への施設案内 

ウ 事務所及び店舗の利用許可ならびに利用料金

徴収に関する業務 
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６ 管理対象設備一覧 

（１）臨港パーク 

ア 電気室・公衆便所 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

高圧変電設備（電気室）  1 式 

高圧機器  1 式 

分電盤  1 式 

照明設備 ＦＬＲ40-2 4 個 
 ＦＬＲ40-1 6 個 
 直管ＬＥＤ(トイレ) 5 個 

 ライトバーＬＥＤ40Ｗ相当(トイレ) 2 個 

 ライトバーＬＥＤ20Ｗ相当(トイレ) 2 個 

 ＬＥＤ(トイレ入口) 2 個 
 ＬＥＤダウンライト(トイレ天井) 14 個 
 ＭＴ150-1 10 個 
 ＬＥＤ13.8-1 6 個 
換気ファン  1 台 
 

イ 石張り電気室・公衆便所 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

高圧変電設備（電気室）  1 式 

高圧機器  1 式 

分電盤  1 式 

照明設備 ＦＬＲ40-1 5 個 
 ライトバー40.5Ｗ 15 個 

 ライトバー44.8Ｗ 10 個 

 ライトバー24.0Ｗ 13 個 

 ライトバー8.0Ｗ 1 個 
 

ウ 公衆便所（単独） 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

分電盤  1 式 

照明設備 直管ＬＥＤ 12 個 
 ＬＥＤダウンライト(トイレ入口) 1 個 

 ＬＥＤダウンライト(トイレ内) 4 個 
 ＬＥＤダウンライト(トイレ便器上他) 28 個 
 ＬＥＤ８-1(男女入口) 2 個 
 ＬＥＤ(洗面上) 7 個 
 

エ 園内照明設備 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

分電盤  1 式 

照明設備 ＬＥＤ87Ｗ＋ＬＥＤ30Ｗ 42 個 
 ＬＥＤ16Ｗ 59 個 
 ＭＦ400Ｗ×2+ＭＦ250Ｗ×1 3 個 
 ＦＬ20Ｗ 20 個 
 ＦＬ40Ｗ 46 個 
 ＬＥＤシーリングライト 3Ｗ 124 個 
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 ＬＥＤ2.7Ｗポール灯 7 個 

 ＨＦ100Ｗ 6 個 

 LINDA-CORN-18-2700 17 個 
 ＮＮＹ２４１４６ 8 個 

 ＦＰＬ9Ｗ 27 個 
 ＬＤＳ36Ｗ 11 個 

 ＦＬＲ40Ｗ 7 個 

 ＦＬＲ20Ｗ 1 個 

 ＦＬ10Ｗ 1 個 

外構設備 地中管路 1 式 

 ハンドホール 1 式 
 

オ その他の設備 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

潮入りの池循環用ポンプ設備  2 基 

潮入りの池給気ファン設備  1 台 

潮入りの池排気ファン設備  1 台 

臨港パーク受水タンク  1 式 

マンホールポンプ制御盤  1 式 

ＬＥＤブロック TAGAWA TILE NIL S100 青 36 個 
 

カ 休憩所（電気事業法上の電気主任技術者業務のみ） 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

分電盤 

※責任の分界点は分電盤主幹ブ

レーカまで 

※主幹ブレーカ以降は休憩所の使用者

が日常管理を行い、電気事業法上の電気

主任技術者業務は指定管理者が担う。休

憩所内の電気工作物の工事、維持及び運

用に関する保安に係る業務が発生する

場合、休憩所の使用者から事前報告を受

けるものとする。 

1 式 

 
キ 臨港パーク駐車場 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

高圧変電設備（電気室）  1 式 

蓄電池設備（電気室）  1 式 

分電盤  1 式 

照明設備 ＦＬＲ40-2 91 個 

 ＦＬＲ40-1 60 個 
 ＦＬ20-4 2 個 
 ＦＤＬ13-1 4 個 
 ＦＤＬ27-1 10 個 
 ＫＲ40-1 2 個 
コンセント設備  1 式 

中央監視設備 監視警報盤 1 式 

放送設備 ロングラック形非常用放送設備 1 台 

 スピーカー 3Ｗ 8 台 

 スピーカー 10Ｗ 6 台 

電話設備 主装置（固定電話） 1 台 

 多機能電話（FAX） 2 台 
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 壁掛電話機（子機） 4 台 

テレビ共聴設備 ＶＨＦ12 素子アンテナ 1 個 

 ＵＨＦ20 素子アンテナ 1 個 

 ＢＳアンテナ 1 個 

 分配器 1 個 

ＩＴＶ設備 カラー４画面分割ユニット 4 台 

 14 形カラーモニタ 4 台 

 ＩＴＶカメラ 11 台 

自動火災報知設備 複合型受信機 1 面 

 総合盤 5 台 

 定温式スポット型感知器 6 箇所 

 差動式スポット型感知器 13 箇所 

 誘導灯信号装置 1 台 

 誘導灯 ＦＬ20-1 11 台 

 端子盤 1 面 

駐車管制設備 警報監視盤 1 面 

 ループコイル 6 本 

 中継箱 2 個 

エアコン  4 台 

送風機  2 台 

排風機  1 台 

空調換気扇  1 台 

消火ポンプ  1 台 

排水ポンプ  6 台 

電気温水器  1 台 
 

ク 臨港パーク 20 街区接続通路 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

分電盤  1 面 

照明設備 フットライトＬＥＤ11.2Ｗ 200Ｖ 42 個 
外構設備 配線・管路 1 式 

 ハンドホール 1 基 

 

（２）国際交流ゾーン 

ア 人工地盤展示場部 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

分電盤  1 式 

照明設備 ＬＤＬ40-1×2 51 個 

 ＬＤＬ40-2 215 個 

 ＦＬ20-2 1 個 

 ＦＬＲ40 54 個 

 ＦＰＬ36 2 個 

 ＦＤＬ13 26 個 

 ＦＰＬ18 25 個 

 ＬＷ100 41 個 

 ＦＬ110 41 個 

 ＬＥＤ(Ⅰ期海側デッキ) 19 個 

 ＭＦ250 58 個 
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 ＭＦ400 2 個 

 ＢＨＦ500 5 個 

放送設備 クリヤホーンスピーカ 15Ｗ 14 台 

 天井埋込スピーカ 1Ｗ 2 台 

 壁掛スピーカ 3Ｗ 7 台 

電話設備 空き配管及び接続箱 9 個 

インターホン設備 電気室系統及び設備管理用 7 回線 

ＩＴＶ設備 カラー4分割ユニット 1 組 

 14 型カラーモニタ 1 台 

 ＩＴＶカメラ 15 ヶ所 

自動火災報知設備 総合盤 6 面 

 差動スポット感知器 153 個 

 煙感知器 6 個 

 煙感知器+自動閉鎖装置 2 ヶ所 
 

イ 人工地盤展示場外構部増設部分 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

分電盤  1 式 

照明設備 ＦＤＬ18 14 個 

 ＨＴ70 14 個 

 ＨＦ100 6 個 

 ＭＦ250Ｗ 42 個 

 ＥＰＳ－５０Ｓ 3 個 
 

ウ 人工地盤展示場デッキ部増設部分 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

照明設備 ＦＬ110 20 個 

 ＬＥＤ(Ⅱ期海側デッキ) 15 個 

 ＬＷ110 20 個 

 ＦＤＬ18 10 個 

 ＦＰＬ27 68 個 

 ＬＤＬ40-2 70 個 

 ＬＤＬ40-1×2 28 個 

中央監視設備 ＲＲＳ-1-2 1 面 

自動火災報知設備 Ｒ-Ｋ-1 1 面 

 Ｒ-Ｓ-1 1 面 

 差動スポット感知器 70 個 

 煙感知器 13 個 

 定温スポット感知器 1 個 
 

エ 人工地盤ロータリー部 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

高圧変電設備（電気室） ロータリー電気室 No1、No2 2 箇所 

照明設備 ＦＬ20 8 個 

 ＦＬ30 30 個 

 ＬＤＬ40-2 214 個 

 ＦＰＬ36 8 個 
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 ＬＥＤダウンライト(トイレ内天井) 28 個 

 センサー付ＬＥＤダウンライト 4 個 

 ＦＰＬ18 279 個 

 ＬＤＡ４Ｌ 16 個 

 ＭＦ250 70 個 

 ＬＥＤダウンライト（200Ｖ72.9Ｗ） 40 個 

 ＭＦ100 151 個 

 ＭＦ400 10 個 

 ＦＬ110 17 個 

 ＦＬ110＋ＦＰＬ18 4 個 

 ＦＬＲ40 7 個 

 ＬＥＤユニット 14 個 

 ＲＦ300 8 個 

中央監視設備 地区監視盤 1 面 

放送設備 壁掛スピーカ 3Ｗ 23 ヶ所 

 天井埋込スピーカ 1Ｗ 9 ヶ所 

電話設備 空き配管及び接続箱 12 個 

インターホン設備 電気室系統及び設備管理用 19 回線 

ＩＴＶ設備 カラー4分割ユニット 1 組 

 14 型カラーモニタ 1 台 

 ＩＴＶカメラ 22 ヶ所 

自動火災報知設備 副受信盤 1 面 

 綜合盤 7 面 

 差動スポット感知器 131 個 

 定温式スポット感知器 5 個 

 煙感知器 50 個 

 中継器盤 1 面 

交通信号設備 交通信号制御器 2 個 

 車両用信号灯器 2 個 

 歩行者用信号灯器 4 個 
 

オ 水際線部（大岡川側） 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

分電盤  1 式 

照明設備 ＦＰＬ18 40 個 

 ＨＦ400 1 個 

 ＦＬ110 3 個 

 ＦＫＤ55 7 個 

 エバーランプ 1 個 

電話設備 空き配管及び接続箱 4 個 

ＩＴＶカメラ  1 ヶ所 
 

カ 水際線施設 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

低圧電灯盤ほか（電気室）  1 式 

照明設備 ＦＬ110 6 個 

 ＦＫＤ55 13 個 
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 ＨＦ400 2 個 

 ＬＥＤ16Ｗ 7 個 

 ＬＥＤ(国立前アプローチ灯) 24 個 

 ＨＦ100-1 16 台 

 ＦＰＬ18 165 台 

 ＦＰＬ6 74 個 

 ＭＦ150 47 個 

 ＦＬＲ20 4 個 

 ＦＬＲ40 25 個 

 ＦＬＲ40×2 6 個 

接地端子盤  1 面 
 

キ クイーンモール橋 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

受電設備 引込電灯分電盤 1 面 

照明設備 ＦＬＲ40-1 92 個 

 ＨＦ250Ｗ 8 個 

 ＨＦ200Ｗ 4 個 

 ＨＦ100Ｗ 2 個 

 ＦＤＬ18Ｗ 6 個 

 ＦＤＬ13Ｗ 9 個 

 ＨＱＩ150Ｗ光源装置 4 台 

 光ファイバー平板 168 台 

避雷針設備 避雷針接地端子箱 1 面 
 

ク キングモール橋 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

照明設備 フットライトＬＥＤ11.2Ｗ 200Ｖ 38 個 
高欄 港湾施設部分 １ 式 
 

ケ その他の管理設備 

名   称 設  備  概  要 数量 単位 

空調設備・換気設備 パッケージエアコン 4 台 

  給排気ファン 21 台 

昇降機設備 エレベーター 5 台 

給排水衛生設備 給水設備 2 式 

  湯沸設備 2 台 

  排水設備 2 式 

  池設備 2 式 

特殊設備 防火シャッター 1 台 

  消音チャンバー 1 台 

  交通標識 1 式 

  看板 1 式 

  看板吊り金具 1 式 
 

（３）みなとみらいさん橋及び同付属旅客施設 

ア 旅客施設 電気設備 

名  称 設  備  概  要 数量 単位 
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受電設備 電源接続箱     1 面 

 動力盤 3φ200KVA MCCB × 11 1 面 

 電灯盤 3φ100KVA MCCB × 11 1 面 

 消火ポンプ盤 1 面 

分電盤 

B1F : AP-B1-1,AP-B1-2,AL-B1-1 

1F  : AP-1-1,AL-1-1 

2F : AP-2-1,AL-2-1 

1 式 

照明設備 

B1F : FL40SSW,FLR40SW,FL20SW 

1F  : FHF32EX,FLR40SW,FL20SSW, 

FHT24EX,FCL40,EFD10EL9A, 

LDA9L(LED),NNN73013(LED), 

ZLE9(LED),LDL40(LED), 

NNN73813LE9(LED) 

2F  : JDR110V60W,JD110V65WNP, 

FLR40SW,FL20SSW,JD110V50WNP, 

KR100/110V36WW,FCL20W, 

EFA25EL,EFD10EL9A, 

P1L14.4V40WS35E17, 

NNN73813LE9(LED) 

1 式 

風向風速計設備  1 式 

インターホン設備  1 式 

監視カメラ設備  1 式 

放送設備 放送アンプ 1 台 

 スピーカー 11 個 

 放送設備 1 台 

電気時計設備 親時計（事務室内） 1 個 

 子時計（屋上２・待合所１） 3 個 

自動火災報知設備 Ｐ型１級受信機 1 台 

 総合盤 3 面 

 定温煙感知器 24 個 
 

イ 浮きさん橋（７０ｍ）電気設備 

名  称 設  備  概  要 数量 単位 

分電盤  1 面 

船舶給電函  4 面 

電話端子函  4 面 

照明設備 LED ブロックモジュール 16 個 

 LED E26 100W 相当（コーウェル） 36 個 

風向風速計設備  1 式 

標識灯  1 灯 
 

ウ 浮きさん橋（５０ｍ）電気設備 

名  称 設  備  概  要 数量 単位 

分電盤  1 面 

船舶給電函  2 面 

電話端子函  2 面 

照明設備 LED ブロックモジュール 16 個 

 LED E26 100W 相当（コーウェル） 25 個 

標識灯  1 灯 
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エ 給排水設備 

名  称 設  備  概  要 数量 単位 

受水槽 

W4,000*D2,500*H1,150 

1 基 容量 11,500L SUS304 

マンホールφ600mm×2 

汚水槽 

W1,500*D1,500*H1,200 

1 基 容量 2,700L SS 製 自重 600kg 

マンホールφ500mm×1 

厨房用排水槽 

W1,500*D1,500*H1,200 

1 基 容量 2,700L SS 製 自重 600ｋｇ 

マンホールφ500mm×1 

消火用水槽 

W2,000*D1,500*H1,500 

1 基 容量 4,500L SS 製 自重 600ｋｇ 

マンホールφ600mm×1 

給水加圧ポンプユニット 

（２台組） 

口径 65mm 、 700L/min 、 揚程 35m 

1 基 動力 5.5kw インバータ制御方式 

形式 TMNPC 並列交互運転方式 

汚水水中ポンプ 

口径 65mm 、 200L/min 、 揚程 20m 

2 基 動力 7.5kw 200V 3 相 

形式 TMUN 

厨房用水中排水ポンプ 

口径 65mm 、 200L/min 、 揚程 20m 

2 基 動力 7.5kw 200V 3 相 

形式 TMUN 

給湯用循環ポンプ 

TMH 型 ラインポンプ 

2 基 口径 25mm 、 40L/min 、 揚程 8m 

動力 0.15kw 200V 3 相 

消火ポンプユニット 

口径 50mm 、 150L/min 、 揚程 45m 

1 基 動力 3.7kw 200V 3 相 

形式 TMTU50 

電動ビルジポンプ 

形式 MLP40 自吸式遠心ポンプ 

1 基 口径 40mm 、 6 ㎥/ｈ 揚程 12m 

動力 0.75kw 200V 3 相 

手動ビルジポンプ 
口径 25mm 、 30L/min 、 揚程 10m 

1 基 
形式 BCN-25 

電気温水器 

(給湯用) 

形式 ES-2000F  3φ 200Ｖ 40ｋｗ 

1 基 熱量 34,400kcal/H 貯湯量 2000L 

外形 D1,100φ×H1,826 

給湯用圧力タンク 

(膨張水槽) 

形式 AST-42   有効容量 39Ｌ 
1 基 

SUS304 

グリーストラップ 
SK-40M-E 貯水量 25Ｌ 

1 基 
外形 400L×400Ｗ×600Ｈ 

 

オ 空調設備 

名  称 設  備  概  要 数量 単位 

空調機 
空気熱源ヒートポンプ式パッケージエ

アコン 
9 台 

送風機 消音ボックス付ラインファン 4 台 

排風機 消音ボックス付ラインファン 2 台 

排風機 天井扇、静音型 3 台 

空調換気扇 中間取付形 3 台 
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フィルターユニット 中性能ソルトフィルター 4 台 

 

 

７ 備品一覧 

（１）みなとみらいさん橋付属旅客施設（I種） 

配置場所 品 名・型 式 数量 備 考 

地下室 事務机 (PLUS) 1  

地下室 事務用椅子 (KKC) 2  

地下室 引違い書庫 (UCHIDA) 6  

地下室 引違い書庫 (PLUS) 2  

地下室 金庫 (UCHIDA) 1  

地下室 ホワイトボード 1  

地下室 ロッカー (PLUS) 7  

地下室 ロッカー（NAIKI） 1  

地下室 サイドキャビネット (PLUS) 1  

地下室 ファイリングキャビネット (LION) 3  

待合室 カタログスタンド 1  

事務室 メガホン（ナショナルＷＤ－７０） 1  

連絡橋 注意書き掲示板 2  

事務室 サイドキャビネット（LION） 2  

事務室 引違い書庫 (UCHIDA) 1  

事務室 事務机（LCS-107S-B） 1  

事務室 冷蔵庫（Haier） 1  

事務室 電話機（Panasonic） 1  

事務室 パソコン（NEC PC-LL350CD） 1  

事務室 片アールテーブル（MTB1875HG） １  

事務室 事務用椅子（C-80 ﾁｪｱ KKC-940BA－T4B3） 2  

待合所 扇型椅子 4  

待合室 長椅子（LBA-4012DF-K9） 3  

待合室 カウンター（TKR-1549T-W9） 2  

待合室 ハイチェアー（SCS-8661 ST） 6  

 

（２）その他（I種） 

配置場所 品 名・型 式 数量 備 考 

プラザ控室 給湯器（National DH-147） 2  

プラザ控室 応接用机(茶) 1  

プラザ控室 事務机(白) 1  

プラザ控室 長椅子 1  

警備室(けやき通り) サイドキャビネット 1  

警備室(駐車場) 一人掛けソファ 5  

警備室(駐車場) 応接用ローテーブル(茶) 1  

警備室(駐車場) 金庫(UCHIDA) 2  

警備室(駐車場) ロッカー(NAIKI) 1  

警備室(駐車場) ロッカー(PLUS) 1  

警備室(駐車場) 冷蔵庫(National) 1  

警備室(駐車場) ダイニングテーブル 1  

警備室(駐車場) ダイニングチェア 5  

警備室(駐車場) ファイリングキャビネット(PLUS) 1  
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警備室(駐車場) サイドキャビネット 1  

警備室(駐車場) 片アールテーブル 1  

警備室(駐車場) 引違い書庫(PLUS) 4  

警備室(駐車場) 事務机(PLUS) 1  

臨港パーク 便器 25  

 

 


